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都城市立夏尾小学校い じめ防止基本方針
都城 市立夏尾小学校

は じめ に

い じめは、深刻 な人権侵害であ り、い じめを受 けた児童 生徒 の教育 を受 ける

権利 を著 しく侵害 し、その心身の健全 な成長及び人格 の形成 に長期 に渡 つて重

大な影響 を与 えるのみ な らず、その生命又 は身体 に重大 な危 険 を生 じさせ るお

それ があるものである。

都城 市立夏尾小学校 い じめ防止基本方針 は、児童生徒 の尊厳 を保持す る 目的

のため、国 。県・ 市町村・ 学校・ 地域住民 。家庭その他 の関係者 の連携 の下、
い じめの問題 の克服 に向けて取 り組む よ う、い じめ防止対策推進 法第 13条 の

規定 に基づ き、い じめの未然 防止やい じめの早期発 見及 びい じめへ の対処 のた

めの対策 を、総合的かつ効果 的に推進す るために策定す るものである。
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第 1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

い じめの定義

児童等 に対 して、当該児童 が在籍す る学校 に在籍 してい る等 当該児童等 と一

定 の人 的 関係 にある他 の児童等 が行 う心理 的又 は物理 的 な影 響 を与 え る行為
(イ ンターネ ッ トを通 じて行 なわれ るものを含む。 )で あって、 当該行 為 の対象
となった児童が心身 の苦痛 を感 じてい るものをい う。

(い じめ防止対策推進法第 2条 )

い じめの防止等 に関す る基本 的考 え方

児童生徒一人一人 は、かけが えのない存在 で あ り、本校 はその一人 一人 の育
ちを保 障す る場で ある との認識 に立 ち、地域 、家庭 、関係機 関 と連携 し、い じ
めの防止等の取組 を行 うことが重要である。

(1)い じめの防止や早期発見

ア い じめの問題 克服 のた めには、全 ての児 童 生徒 を対象 と したい じめの

未然 防止 の観 点 が重要 で あ り、全 て の児童 生徒 を、 い じめ に向か わせ る
こ とな く、心の通 う対人 関係 を構築 で き る社 会性 の あ る大人へ と育 み 、
い じめを生 まない土壌 をつ くるために、 関係 者 が一体 とな った継 続 的 な
取組 が必要である。

イ 学校 の教育活動全体 を通 じ、全 て の児童 生徒 に 「い じめは決 して許 さ
れ ない」 こ とを発達 の段 階 に応 じて指 導 し、児童 生徒 の豊 か な情操や 道
徳 心、 自分 の存在 と他 人 の存在 を等 しく認 め、お互 い の人格 を尊重 し合
える態度等、心の通 う人 間関係 を構築す る能力 を養 うこ とが必要 で ある。

ウ い じめの背景 にあるス トレス等 の要 因 に着 日し、そ の改善 を図 り、 ス

トレス等 に適切 に対処できる力 を育む観 点が必要 であ る。
工 全 て の児童 生徒 が安 心で き、 自己有用感 や 自己肯 定感 を味 わ うこ とが

で きる学校生活づ くりも未然防止 の観 点か ら重要 であ る。
オ い じめの問題 へ の取組 の重要性 につ いて、市民全 体 に認識 を広 め、地

域 、家庭 と一体 となって取組 を推進す るた めの普及 啓発 が必 要 で あ る。
力 い じめの早期発見 は、い じめへ の迅速 な対処 の基 本 で あ り、全 て の大

人 が連携 し、児童 生徒 の ささい な変化 に気付 く力 を高 め る こ とが必 要 で
ある。

キ い じめは大人 の 日に付 きに くい時間や場所 で行 われ た り、遊 びや ふ ざ
け合 い を装 って行 われ た りす る等 、大人 が気付 きに くく判 断 しに くい形
で行 われ るこ とを認識 し、 ささい な兆候 で あって も、い じめで はないか
との疑 い を もつて、早 い段 階か ら的確 に関わ りを もち、い じめ を隠 した
り軽視 した りす ることな く積極 的 にい じめを認知す るこ とが必要で あ る。

ク 特 に、保護者 は、児童 生徒 にい じめの兆候 が見 られ ないか、 日頃か ら
留意す る とともに、その状況 の把握 に努 める必要 があ る。

ケ い じめの早期発 見のた め、学校 は、定期 的 なア ンケー ト調 査や教 育相
談 の実施 、電話相 談窓 回の周 知等 に よ り、児童 生徒 がい じめ を訴 えや す
い体制 を整 える とともに、地域 、家庭 と連携 して児童 生徒 を見守 る こ と
が必要である。
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(2)い じめへの対処

ア い じめが あ るこ とが確認 され た場合 、学校 は直 ちにい じめを受 けた児
童 生徒や い じめを知 らせ て きた児童生徒 の安全 を確保 し、い じめた とさ

れ る児童生徒 に対 して事情 を確認 した上 で適切 に指 導す る等 、組織 的 な

対応 を行 うこ とが必要 で あ る。 また、家庭や教 育委員 会へ の連 絡・ 相 談
や 、事案 に応 じ、関係機 関 との連携 が必要である。

イ 教職員 は平素か ら、い じめを把握 した場合 の対処 の在 り方 につ いて、

共通理解す る とともに、学校 にお ける組織 的 な対応 を可能 とす る よ うな

体制 の整備 が必要である。

(3)地域や家庭・ 関係機関 との連携

ア 社会全体で児童生徒 を見守 り、健や か な成長 を促 す た め、学校 関係 者
と地域 、家庭 との連携 が必要 であ る。例 えば、学校 運営協議会 を活 用 し

た り、 PTAや 地域 の関係 団体等 と学校 関係者 が、い じめの問題 につ い

て協議す る機 会 を設 けた りす る等 、い じめの問題 につ いて地域 、家庭 と

連携 した対策 を推進す ることが必要である。

イ よ り多 くの大人 が児童生徒 の悩みや相談 を受 け止 め る こ とがで き る よ

うにす るため、学校 と地域 、家庭 が組織 的 に連携・ 協働 す る体制 を構築
す るよ うに努 めることが大切 である。

ウ い じめの問題 へ の対応 において は、例 えば、学校 や教育委員 会 にお い

て、い じめ る児童生徒 に対 して必要 な教 育上 の指 導 を行 ってい るに もか
かわ らず、その指導 によ り十分 な効果 を上げ るこ とが困難 な場合等 には、
関係機 関 (警 察、児童相 談所 、医療機 関、法務 局 )と の適切 な連 携 が必

要 で あ り、関係機 関 との適切 な連携 を図 るた め、平素 か ら、学校 や教 育
委員会 と関係機 関の担 当者 の連絡会議 の開催 等 、情報 共有体制 を構 築 し
てお くことが大切 である。

工 教育相談 の実施 に当た り、必要 に応 じて医療機 関等 の専 門機 関 と連携
を図った り、法務局等学校 以外 の相談 窓 口について も児童 生徒 へ適切 に
周知 した りす ることも必要である。

第 2 学 校 に お ける い じめ の 防止 等 に関 す る事 項

1 いじめの防止等の対策のための組織
い じめの防止等を実効的に行な うため、「す こやか委員会 (い じめ不登校対

策委員会 )」 を設置する。なお、月 1回 の定例会 とし、い じめ事案発生時は緊
急に開催する。

【構成員】～全職員～

【活 動】

○ 学校いじめ防止基本方針作成・見直 し
〇 年間指導計画作成

○ 生徒指導研修会の企画・立案
○ アンケー トの実施、結果・報告等の分析・考察
○ いじめが疑われる案件の事実確認・対応方針の決定
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○ 要配慮児童へ の支援方針決定

2 い じめの防止等に関す る措置 (別紙 1参照 )

(1) い じめの防止

ア 児童が主体 となった活動

(ア )望 ま しい人 間関係 づ く りのために、児童 が主体 となって行 う活動 の機

会 を年 間を通 じて設 ける。

○ 全学年 での交流活動 の計画的実施

○ 各教科・領域 での言語活動 の充実

○ 奉仕活動 の充実

(イ )い じめの過去 の事例等 について全児童 で学習す る場 を設 け、 い じめ防
止 についての理解 を促す。

○ 業間の活用

イ 教職員 が主体 となった活動

(ア )児童 の規範意識 ,や 帰属意識 を相互 に高 め、生徒指導 の三機 能 を生 か し~     
た 自己有用感 を育む授業づ く りを 目指す。
○ 児童 が 「わか る」「できる」喜び を感 じる授業 の展 開
○ 職員 同士での授業参観 の実施

(イ )日 常的に児童 が教職員 に相談 しやす い環境 づ く りに努 める とともに、
定期 的に教育相談 を設 け、きめ細かな相談体制づ く りをす る。
○ 教育相談週 間の設定

(ウ )教科 、道徳 、学級活動等 の時間 を中心 と して、道徳 教育や情報モ ラル

教育 を実施 し、い じめは絶対 に許 さない とい う人権感 覚 を育む。
○ 教科 、道徳 、学級活動等 の時 間 を中心 と した道徳 教 育や情報 モ ラル

教育の実施

○ 外部講師を招聘 しての授業 の実施

(工 )い じめ防止 のために、保護者や地域 との連携 を強化す る。
O PTA総 会での学校経営方針説 明

~     
○ オープ ンス クール の実施

○ 家庭教育学級 と連携 した人権教育 の推進

○ 学校便 りや学校 Webペー ジ等 に よる積極 的な情報発信

(2) い じめの早期発見 (別紙 2、 3参照 )

ア い じめ られ た児童 、い じめた児童 が発す るこ との多いサイ ンを、教職員
及び保護者 で共有す る。
○ 児童 の発す る具体的なサイ ンの作成 と共有

イ 毎月教育相談週 間を設 け、児童 が相談 しやすい雰 囲気づ く りをす る。
○ 教育相談週 間の設定

○ 担任以外 の教職員 との教育相談 の実施
○ い じめ相談窓 回の設置

ウ い じめの実態把握 のため、定期 的にア ンケー ト調査 を実施す る。
○ 教育相談 シユ トの活用

¨4-



工 す こや か委員会 において、い じめにつ なが る情報や配慮 の必要 な児童 に
ついての情報等 を収集 し、教職員 間での共通理解 を図 る。

○ す こやか委員会での情報の共有

○ 進級時の確実な引き継 ぎ

○ い じめ事例 の記録 と保管

(3) い じめに対す る措置 (別紙 4参照 )

ア い じめの発見・通報 を受 けた ときの対応

○ 教職員 は、「これ ぐらい」 とい う感覚 をな くし、即座 にい じめ行為 を止

め させ る。

○ い じめ られ てい る児童や通報 した児童 の身 の安全 を最優 先 に考 えた対
応 を取 る。

○ い じめの事実 について、管理職及び生徒指導主事 に速やか に報告す る。
イ 情報の共有

○ 生徒指導主事 は、い じめに関す る情報 を受 けい じめを認 知 した場合 、
速やかにす こやか委員会 の関係職員へ報告後 、す こや か委員会 を招集 し、
情報 の共有化 を図 る。

ウ 事実関係 の調査

○ 速や かにす こや か委員会 を開 き、今後 の対応 につ いて協議 し、方針 の

決定 を行 う。

○ 調査 の時点で あって も重大で ある と判 断 され た場合 、校長 は、直 ちに

教育委員会 に報告す る。

○ 児童及び教職員 の聴 き取 りに当た って は、担任 の他 、児童 の話 しやす
い職員 を選任す る。

○ 必要 な場合 には児童へ のア ンケー ト調査 を行 う。 調査 の実施 に当た っ
て は、児童及 びそ の保護者 に情報提供す る可能性 が あ るこ とを念頭 に置
き、その 旨を事前 に調査対象 とな る児童や そ の保 護者 に説 明す る等 の措
置が必要であることに留意す る。

工 解決 に向けた指導及び支援

○ 専 門的な支援 が必要 な場合 は、教 育委員会や警 察署等 の関係機 関 に相
談す る。

○ 解決 を第一 に考 え、保護者及びそ の他 の関係者 との適 時・ 適切 な情報
の共有 を図る。

○ 指導及び支援方針 の変更等 が必要 な場合 は、随時す こや か委員 会 で決
定す る。

○ 事実 関係 が把握 され た時点で、す こや か委員会 において、指 導及 び支
援 の方針 を決定す る。

○ 指導及び支援 は、全職員 で組織的に行 う。
○ 指導及び支援 を行 うに当たっては、以下の点 に留意す る。

【児童】

い じめられた児童の苦痛を共感的に理解 し、

力で守 り抜 くとい う「いじめられた児童の立場」

υ`

じ

め

心配や不安を取 り除 くとともに全

で継続的に支援する。
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・安全・ 安心 の確保

・心 のケア

・今後 の対策 について、共 に考 える

。活動 の場等 の設 定、承認 、励 ま し

・ 温かい人 間関係 の醸成

【保護者】

全教職員で対応 し、学校 は全力 を尽 くす とい う決意 を伝 え、少 しでも安心感 を

与える。

・ じつくりと話 を聞 く

。苦痛に対 して本気になって精一杯の理解 を示す
。家族の会話 を大切 にす るなどの協力を求める

い

じ

め

た

児

童

と

そ

の

保

護

者

【児童】

い じめは決 して許 されない とい う毅然 とした態度で接す るとともに内面 を理解

し、他人の痛みが分かるよ うにす る指導を根気 よく続 ける。

・ い じめの事実を確認す る

・ い じめの背景や要因の理解 に努める
。 い じめ られた児童の苦痛に気づかせ る
。 今後の生き方を考えさせ る
。 必要がある場合は適切 に懲戒を行 う

【保護者】

迅速に事実確認 を行い、面談を実施 して丁寧な説明を行 う。
・ 児童や保護者の心情に配慮する
。 い じめた児童の成長 につながるよ うに教職員 として努力 してい くことを伝

え、保護者 にもそのための協力を要請す る
。 何か変化や気づいたことがあれば報告 してもらう

* 保護者 同士の対立が起 きた場合～中立・公平性 を保 ち関係調整 を図る
。 和解 を急がず、双方の思いを丁寧 に聞き、寄 り添 う態度で臨む
。 管理職が率先 して対応す る
。 教育委員会や関係機 関 との連携 を密 にす る

全

校

児

童

自分たちでい じめを解決できる力を育成す る。
・ 勇気をもって 「い じめはダメ」 と言 えるよ うにす る
。 自分の問題 として捉 えさせ る
。 望ま しい人間関係の醸成
。 自己有用感が味わえる集団づ くり

オ 関係機 関へ の報告

○ 校長 は速や かに教育委員会へ報告す る。
○ ケースによっては、警察 にも通報 し、対応す る。

力 継続指導・経過観察

○ 全職員 で見届 け、見守 りを行い、再発 防止 に努 め る。
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キ い じめの解消

○ い じめは単 に謝罪 をもつて安易 に解消 とす ることはで きない。
○ い じめに係 る行為 が止 んでい ること。少 な くとも 3ヶ 月 を 目安 とす る。
○ 被 害者児童 が ,い 身 の苦痛 を感 じていない こ と。再発 す る可能性 が十分
にあ り得 ることを踏 まえて 日常的に注意深 く観察す る。

(4) ネ ッ ト上の い じめへの対応

ア ネ ッ トい じめ とは

文字や画像 を使 い、特定 の児童生徒 の誹謗 中傷 を不特 定多数 の ものの

掲示板等 に送信す る、特定の児童生徒 にな りす ま し社会 的信用 を貶 め る

行為 をす る、掲示板等 に特定の児童 生徒 の個人情報 を掲載す るな どがネ

ッ トい じめであ り、犯罪行為 に当た る。

イ ネ ッ トい じめの予防

○ フ ィル タ リングや保護者 の見守 りな どを奨励 し、保護者 へ の啓発 を

図る。

○ 教科や学級活動 、その他 の領域 にお け る活動 にお いて情報 モ ラル教

育の充実 を図 る。

○ 家庭教育学級 と連携 し、ネ ッ ト社会 に関す る講演会へ の参加 を保護

者 に呼びかける。

O ICT教 育 についての職員研修 を行 う。

ウ ネ ッ トい じめへの対処

○ 県教育委員会 の 目安箱 サイ ト等 を活用 し、ネ ッ トい じめの把握 と対
処 に努 める。

○ 不 当な書 き込み を発見 した際には、次の手順 に よ り対処す る。

状況の記録 管理者へ連絡

削除依頼

教育委員会への相談 いじめへの対応 警察への相談

※ 県教育委員会の目安箱サイト
http://meyasubako.miyazaki― c.ed.Jp/

3 その他の留意事項

(1)校 長の リー ダー シップによる対応

校長 は積極的 に リー ダー シ ップ を発揮 して、夏尾小学校 にお けるい じめの

防止等 に関す る取組 み を組織 的・計画的 に行 え るよ う必要 な指導・助 言 を行
う。
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(2) 道徳教育や人権教育の充実

児童の豊かな情操 と道徳心を培い、心の通 う人間関係 を構築す る能力を養 うこ

とが、い じめの防止等に資することを踏まえ、全ての教育活動を通 じた道徳教育
の充実を図る。なお、道徳科 において児童がい じめの問題 を自分のこととして捉

え、考 え、議論す ることにより、い じめに正面か ら向き合 うことができるように

する。

(3) 組織 的な指導体制

い じめを認知 した場合 は、教職員 が一人 で抱 え込 まず 、学年及 び学校全体

で組織的 に対応す るた め、緊急対策会議 を開催 し、指導方針 を立て、組織 的

に取 り組む。

(4)校 内研修 の充実

本校 においては、本基本方針 を活用 した校 内研修 を実施 し、い じめの問題

について、全 ての教職員 で共通理解 を図 る。 また、教職員 一人一人 に様 々な
スキルや指導方法 を身 に付 け させ るな ど教職員 の指導力や い じめの認知能力

を高 める研修や 、ス クール ソー シャル ワー カーや ス クール カ ウンセ ラー等 の

専門家 を講師 とした研修 、具体的な事例研 究等 を計画 的 に実施 してい く。

(5)校 務の効率化

教職員 が児童 と向き合い、相談 しやす い環境 を作 るな ど、い じめの防止等
に適切 に取 り組 んでい くこ とがで きるよ うにす るため、一部 の教職員 に過重

な負担 がかか らない よ うに校務分掌 を適正化 し、組織 的体制 を整 えるな ど、

校務 の効率化 を図 る。

(6) い じめの防止等の取組の点検

県教育委員会 が作成 してい る生徒指導資料 「い じめ・ 不登校等諸 問題 へ の

対応 ～児童生徒 に とって魅力 あ る学校づ く りのた めのチ ェ ックポイ ン ト～」

等 を活用 しなが ら、い じめの実態把握 の状況や学校 にお けるい じめ防止等 の

取組 についての点検 を行 ない、学校 にお けるい じめの防止 等 の取組 の充実 を

図 る。

(7) 地域や家庭 饉関係機関 との連携

ア 地域や家庭 との連携

よ り多 くの大人が子 どもの悩みや相談 を受 け止 め るこ とがで きるよ う

にす るた め、 PTA、 地域 との連携 を推進 し、学校運 営協議会等 で学校
と地域や家庭 が組織 的に連携 し協働 す る体制 を構築 してい く。 また、新
入学児童保護者へ の説 明会 において、幼児期 のい じめ防止 の重要性 につ

いて啓発 を行 う。

イ 関係機 関 との連携

い じめは学校 だ けでの解決 が困難 な場合 が あるた め、次 の よ うな関係

機 関 と連絡 を取 り合いなが ら連携 した対応 を してい く。

① 市教育委員会 との連携
・ 関係児童へ の支援・指導、保護者へ の対応 方法
・ 関係機 関 との調整

② 警察 との連携
O心 身や財産 に重大な被害が疑 われ る場合
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。 犯罪等 の違法行為がある場合

③ 福祉 関係 との連携
0ス クール ソー シャル ワーカーの活用 (市教育委員会へ の依頼 )

・ 家庭 の養 育に関す る指導・助言
・ 家庭での児童 の生活、環境 の状況把握

④  医療機 関 との連携
・ 精神保健 に関す る相談
・ 精神症状 についての治療、指導・助言

(9)都 城市 な らではの取組の充実

本校 では、毎月 「命 の 日」を設定す る。学校行事や学校 の行事 と関連 させ 、
命 の大切 さ、人権 を守 るこ との大切 さ、い じめを許 さない こ とな どを内容 と
した指導 を推進す る。 (特 に、 7月 第 1週 を強化週 間 とす る。 )

4 重人事態への対処

(1) 市教育委員会へ の報告 と協力                     ~
い じめ事案 が次 の状況 にある場合 には、重大事態 と して直 ちに、校長 が市

教育委員会 に報告す る とともに、市教育委員会 が設置す る重 大事態調査 の

ための組織 に協力す ることとす る。

○ 児童 の生命 、心身又は財産 に重大な被害が生 じた疑いが ある場合
・ 児童が 自殺 を企 図 した場合
・ 精神性 の疾患 を発症 した場合
・ 身体 に重大な傷害を負 った場合
・ 高額 の金 品を奪い取 られた場合 な ど

○ 児童 が相 当の期間学校 を欠席す ることを余儀 な くされ てい る場合
・ い じめが原 因による年 間欠席 30日 以上 の場合

(一 定期 間連続 した欠席がある場合 は学校 の判 断に よる )

(2) 調査結果 の提供及び報告

学校又 は教育委員会 が、い じめを受 けた児童 生徒や その保護者 に対 して、  一
事実 関係 等その他 の必要 な情報 を提供す る責任 を有す るこ とを踏 ま え、調査
によ り明 らかになった事実 関係 について、個人情報 の保護 に配慮 しつつ 、適
時・適切 な方法で説 明す る。

第 3 その他の事項

1 基本方針の点検 と必要 に応 じた見直 し

(1) 学校 の基本方針 は、国や県の動 向等 を勘案 して、基本方針 の見直 しを検
討 し、必要がある と認 め るときは、その結果 に基づ いて必要 な措置 を講ず
る。 また、基本方針 については、現状や課題等 に応 じて、普段 か ら定期 的
な改善や見直 しに努 める。

(2) 学校 Webペ ー ジ等での公 開

学校 のい じめ防止基本方針 について、学校 Webペ ー ジ上で公 開す る。
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別 紙 1 年 間 を見 通 した い じめ 防 止 指 導 計 画 に つ い て

い じめの未然防止や早期発見のために、学校全体で組織的、計画的に取 り
組むために、年度当初に組織体制 を整えると同時に、年間の計画 を立てて、
学校全体でい じめの問題に取 り組む。

目項 期時

い

じ

め

防

止

の

た

め

の

措

置

児 童 が 主 体 と

なった活動
施
一実

実
一充

的
一の細一勘

動〓争中
漏一つ

け一剛
費荘針一勧

〇一〇一

通 年

通 年

○ 奉 仕活動 の充 実 通 年

○ _業 間の活用 (い じめ等について
~あ

要理蒻 毎月 1回
教 職 員 が 主 体

となった活動

○  児 童 が 「わ か る」「で き る」 喜 び を感 じる

授 業 の展 開

○ 職 員相 互 の授 業参観 の実施

通 年

学期 1回
○ 教育相談週間の設定 毎月 1回
○ 教科 、道徳 、学級活動等 を中心 に した道徳

教育や情報モ ラル教育の時間設定

年 3回

※  教 科 (単 元

計 画 に基 づ く)

○ 外部講師による講演会の実施 年 1回
O PTA総 会での学校経営方針説 明 4月
○ オープンスクールの実施

○ 家庭教育学級 と連携 した人権教育の推進

年 2回

年 1回
い じめの早期発 見

の措 置

○ 児童の発す る具体的なサインの作成 と共有 通 年

○ 教育相談週間の設定 毎 月 1回
○ 担任以外の教職員 との教育相談 の実施 毎月 1回
○ 教育相談 シー トの実施 毎月 1回
〇 す こやか委員会での情報 の共有

○ 進級時の確実な引き継 ぎ

○ い じめ事例 の記録 と保管

毎 月 1回

学年 末

通 年

※ 計 画 を作 成す るに 当た って は、教 職 員 の研 修 や児童 徒 へ の指導 、地 域
や保護者 との連携 な どに留意 し、総合 的 に い じめ対策 を推進 して い く。



lll紙 2
1 いじめられた児童のサイン

い じめられた児童 は 自分か ら言い出せないことが多い。複数 の教職員 が、複数 の場面
で児童 を観察 し、小 さなサインを見逃 さない ことを大切 にす る。

場  面
邊
状

占
ぶ サ イ ン

登校時

朝の会

遅刻・欠席が増 える。その理 由を明確 に言わない

教職員 と視線が合わず、 うつむいている。

体調不良を訴 える。

提出物 を忘れた り、期限に遅れた りす る。

担任 が教室に入室後、遅れて入室 して くる。

授 業 中 保健室・ トイ レに行 くよ うになる。

教材等の忘れ物が 目立つ。

机回 りが散乱 している。

決 め られた座席 と異なる席 に着いてい る。

教科書・ ノー トに汚れがある。

教職員や児童の発言な どに対 して、突然個人名 が出 され る:

休 み時 間等 給食 にいたず らをされ る。

給食時にグループを作 る際、周囲の机

用のない場所にい ることが多い。

ふ ざけ合 っているが表情が さえない。

衣服の汚れ等がある。

一人で清掃 している。

と離 され て る 。

放課 後等 慌てて下校す る。または、用 もないのに学校 に残 っている。
持 ち物がな くなった り、持 ち物 にいたず らされた りす る。
一人で部活動の準備、片付 けを している。

2 い じめた児童のサイン

い じめた児童がいることに気が付いた ら、積極的に児童生徒 の中に入 り、 コ ミュニケ
ーシ ョンを増や し、状況 を把握す る。

点検 サ イ ン

教室等で仲間同士で集 ま り、ひそひそ話 をしている。
ある児童 にだけ、周囲が異常に気 を遣 っている。

教職員が近づ くと、不 自然に分散 した りす る。
自己中心的な行動が 日立ち、集団の中心的な存在 の児童がい る。



男1紙 3

1 教 室 でのサ イ ン

教 室 内 が い じめ の場 所 とな る こ とが多 い。 教 職 員 が教 室 に い る時 間 を増 や した り、
休 み時 間 に廊 下 を通 る際 に注意 を払 った りす るな ど、サ イ ン を見 逃 さな い よ うにす る。

点検 サ イ ン

嫌なあだ名 が聞 こえる。

席替 えな どで近 くの席 になることを嫌が る。

何か起 こると特定の児童生徒 の名前が出る。

筆記用具等の貸 し借 りが多い。

壁等 にいたず ら、落書きがある。

机や椅子、教材等が乱雑 になっている。

2 家庭でのサイン

家庭 で も多 くのサイ ンを出 している。児童の動 向を振 り返 り、確認す ることでサイ ン
を発見 しやすい。以下のサインが見 られた ら、学校 との連携 が図れ るよ う保護者 に伝 え
てお くことが大切 である。

後
釈

Ｌ息
サ イ ン

学校や友人のことを話 さな くなる。

友人や クラスの不平・不満 を目にす ることが多 くな る。
朝、起きて こなかった り、学校 に行 きた くない と言 つた りす る。
電話 に出たが らなかった り、友人か らの誘 いを断つた りす る。
受信 したメール をこそ こそ見た り、電話 におびえた りす る。
不審 な電話や メールがある。

遊ぶ友達が急 に変わる。

部屋 に閉 じこもつた り、家か ら出なかった りす る。

理 由の はっ き りしない衣服 の汚 れ が あ る。

理 由のは っき りしない打撲や擦 り傷 が あ る。
登校 時刻 にな る と体調 不 良 を訴 える。

食欲 不振・ 不 眠 を訴 え る。

学習時間が減 る。

成績が下がる。

持 ち物 が な くなった り、壊 され た り

自転 車 が よ くパ ンクす る。

家庭 の品物 、金銭 が な くな る。

大 きな額 の金銭 を欲 しが る。

落書 き され た りす る。



ア Llじ めの発見・通報を受 [ナ たときの対塵

生徒指導主事

(又 はす こやか委員会の委員 )

Ell紙 4  い じめに対する措置 (緊 急時の組織的対応 )

関係機 関 (福祉・ 医療等 )

す こやか委員会

(い じめ不登校対策 )

匡回 、教頭、教務主任、生徒指導主事、
学級担任、、養護教諭、教育相談担 当、

特別支援 コーデ ィネー ター、関係 教諭 、

その他

重 大事態 の

場 合 は市教

育 委 員会 ヘ

報告

工 解決に向けた指導及び支援

オ 関係機関介の報告

力 継続指導・経過観察

餞
指
韓援

す こやか委員会 を中核に実施

教育委員会


